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情
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第１号様式（第２条関係）

個人情報取扱事務登録簿

事 務 の 区 分 □ 共通 □ 固有

所管する組織の 登録担当課所 登録年月日

名 称 所掌課所 開始年月日

事 務 の 名 称

個人情報を
利用する目的

対象者の範囲

□ 個人識別符号等（個人番号を除く。） □ 個人番号
基本的事項 □ 氏名 □ 性別 □ 生年月日・年齢 □ 住所 □ 電話番号

□ 本籍・国籍 □ その他
□ 健康・病歴

（ □※健康診断等の結果 □※医師等による診療等 □※病歴
心身の状況 □ その他 ）

□※心身の機能の障害
□ 身体的特徴 □ その他

家庭生活 □ 親族関係 □ 婚姻歴 □ 家庭状況 □ その他
個 人 情 報 の □ 職業・職歴 □ 学業・学歴 □ 資格 □ 賞罰 □ 成績・評価
記 録 項 目

社会生活
□※犯罪により害を被った事実 □※刑事事件に関する手続
□※少年の保護事件に関する手続
□ 公的扶助 □ その他

資産・収入 □ 資産状況 □ 収入状況 □ 納税状況 □ その他
□※思想・信条 □※信教

大分県個人情 □ 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
報保護条例第 （ □※人種 □※社会的身分 □※犯罪の経歴
4 条第 1 項の □ その他（ ） ）
収集制限に係 収集制限に係る個人情報の収集の根拠
る 個 人 情 報 □ 法令等（ ）

□ 犯罪の予防等 □ 審査会意見

要配慮個人情報 □ 有 （「個人情報の記録項目」中「※」の情報） □ 無

□ 本人 □ 本人以外 「 」

収 集 先 本人以外 □ 他の実施機関 □ 民間団体・私人
の 区 分 □ 国・他の地方公共団体 □ その他 （ ）

□ 有 □ 無
経 常 的 な
提 供 の 有 無 提 供 先 □ 他の実施機関 □ 民間団体・私人
及 び 提 供 先 □ 国・他の地方公共団体 □ その他 （ ）

□ 電子計算機処理 （オンライン結合 □ 有 □ 無 ）
処 理 形 態

□ 手作業処理（ワープロ含む。）

外部委託の有無 □ 有 □ 無

備 考
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
個
人

情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
い
た
い
の
で
提
案
す
る
。
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大
分
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
）

（
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
）

第
二
条

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
は
、
第
一
号
様
式
と

第
二
条

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
は
、
第
一
号
様
式
と

す
る
。

す
る
。

２

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
の
実
施
機
関
が
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

２

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
の
実
施
機
関
が
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一

事
務
の
区
分

一

事
務
の
区
分

二

処
理
形
態

二

処
理
形
態

三

外
部
委
託
の
有
無

三

外
部
委
託
の
有
無

第
三
条
～
第
十
四
条

（
略
）

第
三
条
～
第
十
四
条

（
略
）
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大
分
県
教
育
委
員
会
が
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有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
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平
成
十
四
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
二
号
様
式
～
第
十
八
号
様
式

（
略
）

第
二
号
様
式
～
第
十
八
号
様
式

（
略
）
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大分県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部改正について

１ 改正の理由

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第58号。

以下「法」という。）の一部改正（H29.5.30施行）により、人種、信条、社会的

身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当

な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する

情報が含まれる個人情報を「要配慮個人情報」として法に定められた。

これを受け、「要配慮個人情報」を条例上位置付けるため大分県個人情報保護

条例（平成13年大分県条例第45号。以下「条例」という。）の一部改正議案を現

在開会中の県議会平成３１年第１回定例会に上程中である（3月15日議決予定）。

この条例改正に合わせ、本規則の個人情報取扱事務登録簿に係る規定について

所要の改正を行うものである。

２ 改正の内容

 個人情報取扱事務登録簿に係る規定（第２条）の改正

ア 「個人情報取扱事務登録簿」の様式改正【第１号様式関係】

「要配慮個人情報の有無」の欄を追加するとともに「個人情報の記録項

目」の追加等を行うもの

＜追加する記録項目＞

・健康・病歴の内訳として

①健康診断等の結果

②医師等による診療等

・社会生活として

③犯罪により害を被った事実

④刑事事件に関する手続

⑤少年の保護事件に関する手続

・社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の内訳として

⑥人種

⑦社会的身分

⑧犯罪の経歴

（※上記①～⑧については、いずれも法（政令）において要配慮個

人情報として規定されている。）

イ 条例の一部改正に伴う規定の整備【第２条第２項関係】

（改正前）「条例第１２条第１項第８号の実施機関」

↓

（改正後）「条例第１２条第１項第９号の実施機関」

 今回の改正は、知事部局（県規則）の改正と同様であり、教育委員会を始

め全ての実施機関において同様の改正を行う。

３ 施行年月日

平成３１年４月１日 （条例の一部改正の施行日と同日）
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